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Point 労働条件労働条件労働条件労働条件はははは書面書面書面書面でででで明示明示明示明示しましょうしましょうしましょうしましょう    ⇒労働基準法第労働基準法第労働基準法第労働基準法第 15151515 条条条条    

○明示明示明示明示すべきすべきすべきすべき労働条件労働条件労働条件労働条件のののの内容内容内容内容    

    

    

    

    

    

    

    

    

○○○○労働日労働日労働日労働日（（（（労働労働労働労働すべきすべきすべきすべき日日日日））））やややや始業始業始業始業・・・・就業時刻就業時刻就業時刻就業時刻などなどなどなど下記下記下記下記①①①①～～～～③③③③がががが月月月月ごとごとごとごと等等等等のののの勤務表勤務表勤務表勤務表によりによりによりにより特定特定特定特定されるされるされるされる場合場合場合場合のののの明示方法明示方法明示方法明示方法    
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【【【【書面書面書面書面でででで明示明示明示明示すべきすべきすべきすべき労働条件労働条件労働条件労働条件のののの内容内容内容内容】】】】 

・労働契約の時期（期間の定めの有無、定めがある場合はその期間） 

・就業の場所・従事する業務の内容 

・労働時間に関する事項（始業・就業時刻、時間外労働の有無、休

憩、休日、休暇等） 

・賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時

期に関する事項 

・退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

 

【【【【そのそのそのその他明示他明示他明示他明示すべきすべきすべきすべき労働条件労働条件労働条件労働条件のののの内容内容内容内容】】】】 

・昇給に関する事項 

・退職手当、臨時に支払われる賃金、賞

与、労働者に負担させる食費・作業用

品、安全衛生、職業訓練、災害補償、

表彰・制裁、休職に関する事項…これ

らについて定めた場合 

 

勤務表により特定される労働条件 

① 就業の場所及び従事すべき業務 

② 労働日並びにその始業及び終業の時刻 
③ 休憩時間 

１）勤務の種類ごとの①～③に関する考え方 

２）適用される就業規則上の関係条項名  

３）契約締結時の勤務表について、書面の交付

により明示しましょう 
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